
退
職
給
付
水
準
の
官
民
比
較

結
果
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職

給
付
に
係
る
見
解
は
、
次
の
通

り
で
す
。

政
府
は
、
平
成
２
４
年
「
人

事
院
か
ら
示
さ
れ
た
退
職
給
付

に
係
る
官
民
比
較
調
査
の
結
果

及
び
見
解
」
等
に
よ
り
官
民
較

差
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
平
均

４
０
２
万
円
の
退
職
手
当
の
引

き
下
げ
を
閣
議
決
定
し
、
２
０

１
４
年
（
平
成
２
６
年
）
７
月

ま
で
に
退
職
手
当
法
上
の
「
調

整
率
」
を
１
０
４
／
１
０
０
か

ら
８
７
／
１
０
０
に
段
階
的
に

引
き
下
げ
る
こ
と
を
強
行
し
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
調
整

率
の
引
き
下
げ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
昇
格
の
対
応
号
俸
の
改
悪
、

５
５
歳
で
の
昇
給
停
止
や
他
省

庁
と
比
べ
劣
悪
な
昇
格
実
態
に

お
か
れ
て
い
る
地
方
整
備
局
の

事
務
所
課
長
、
出
張
所
長
の
定

年
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
ユ
ニ

オ
ン
調
査
に
よ
る
と
２
，
１
９

０
万
円
台
と
な
っ
て
お
り
、
人

事
院
が
引
き
下
げ
後
の
支
給
水

準
と
し
た
２
，
３
０
４
万
円
よ

り
も
さ
ら
に
低
額
と
な
り
、
４

０
２
万
円
の
削
減
ど
こ
ろ
で
は

な
く
５
０
０
万
円
以
上
の
削
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
人
事
院
が
調
査
し
た
民

間
の
退
職
金
は
２
４
，
５
９
６

千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
地

方
整
備
局
で
の
退
職
金
は
人
事

院
調
査
の
公
務
の
水
準
で
あ
る

２
５
，
３
７
７
千
円
に
は
追
い

つ
か
ず
、
２
４
，
１
３
６
千
円

[

２
１
，
９
０
０
千
円
＋
２
，

２
３
６
千
円
（
共
済
年
金
給

付
）]

と
な
り
民
間
を
４
６
０

千
円
下
回
っ
て
い
ま
す
。
人
事

院
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
退
職

手
当
の
引
き
下
げ
で
は
な
く
引

き
上
げ
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。今

回
、
人
事
院
が
調
査
し
た

民
間
の
企
業
規
模
が
５
０
人
以

上
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
内
の

調
査
し
た
企
業
が
約
１
０
％
と

き
わ
め
て
少
な
い
な
ど
の
問
題

の
他
、
民
間
と
公
務
の
比
較
を

「
退
職
の
事
由
別
」
「
勤
続
年

数
別
」
で
行
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
役
職
な
ど
の
給
与
決
定

の
要
素
を
加
味
し
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
単
純
に
平
均
値
（
水

準
）
を
出
し
て
い
る
の
に
過
ぎ

ず
、
実
際
の
支
給
実
態
を
あ
ら

わ
し
た
も
の
で
は
な
く
大
き
な

問
題
と
言
え
ま
す
。

退
職
手
当
は
、
賃
金
の
後
払

い
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お

り
、
賃
金
と
同
様
に
重
要
な
労

働
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
職
員
が
退
職

手
当
を
見
込
ん
だ
生
涯
設
計
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
定

的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

総
人
件
費
抑
制
の
も
と
で
一

方
的
に
官
民
比
較
で
見
直
し
を

す
る
の
で
は
な
く
、
公
共
の
利

益
の
た
め
に
公
正
・
中
立
的
に

業
務
を
遂
行
す
る
責
務
や
再
就

職
規
制
な
ど
民
間
に
比
べ
広
範

囲
に
厳
し
い
服
務
上
の
制
限
が

課
せ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
公
務

の
特
殊
性
を
踏
ま
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
退
職
手
当
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
退
職
後
の
生

活
設
計
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
、
ま
た
労
働
条
件
の
不
利
益

変
更
で
あ
る
た
め
一
方
的
に
押

し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
公
務

の
特
殊
性
に
見
合
っ
た
水
準
に

改
善
す
る
こ
と
や
見
直
し
の
検

討
に
あ
た
っ
て
は
、
ユ
ニ
オ
ン

と
の
合
意
を
は
か
る
こ
と
な
ど

労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
機
関

と
し
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
で

す
。
総
人
件
費
抑
制
あ
り
き
で

あ
り
、
こ
れ
以
上
の
退
職
手
当

の
引
き
下
げ
に
は
反
対
で
す
。
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これ以上の「退職手当の切
り下げ」は許さない <人事院、見解を提出>

退
職
手
当
は
概
ね
５
年
で
見
直
し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
人
事
院
は
昨
年
、
政
府
か
ら

調
査
の
要
請
を
受
け
、
４
月
１
９
日
内
閣
総
理
大
臣
と
財
務
大
臣
に
対
し
、
退
職
手
当
見
直
し
の

見
解
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
問
題
点
な
ど
を
報
告
し
ま
す
。

７
８
１
千
円
引
き
下
げ
の
見
解

５
年
前
は
４
０
２
万
円
の
引
き
下
げ

ユニオンに加入を
希望される方
下記アドレスに

｢氏名･所属｣をメー
ルください。
後ほど担当支部か

ら連絡させて頂きま
す。

k-union@alpha.
o c n . n e . j p

○ 退職一時金と企業年金(使用者拠出分)を合
わせた退職給付額での官民比較
民間 ２４，５９６千円 公務 ２５，３７

７千円（７８１千円（３．０８％）公務が上回
る）
〈同職種の者について、退職事由及び勤続年

数を合わせて比較〉
○ 官民均衡の観点から、上記の比較結果に基
づき、退職給付水準について見直しを行うこと
が適切

地
整
は
民
間
を
４
６

万
円
下
回
る

実
態
を
無
視
し
た

単
純
平
均
の
比
較

総
人
件
費
抑
制
の

も
と
の
官
民
比
較



ユ
ニ
オ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
２

０
１
７
年
（
平
成
２
９
年
）
４
月
１

日
付
の
早
期
退
職
者
は
１
２
２
名
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
管
理
職
員

等
は
１
１
１
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

役
職
別
で
は
本
局
官
ポ
ス
ト
が
５

４
名
と
最
も
多
く
、
事
務
所
長
が
１

８
名
、
副
所
長
が
１
０
名
と
な
っ
て

お
り
、
上
位
の
職
階
ほ
ど
多
く
が
早

期
退
職
し
て
い
ま
す
。
年
齢
層
は
定

年
１
年
～
２
年
前
が
ほ
と
ん
ど
を
し

め
て
お
り
、
早
期
退
職
者
の
大
多
数

が
建
設
関
連
企
業
や
公
益
法
人
へ

「
再
就
職
」
し
て
い
る
の
が
例
年
の

実
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
３

月
３
１
日
付
の
管
理
職
員
等
以
外
の

退
職
者
は
５
３
名
お
り
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
係
長
や
係
員
の
若
年
層
と
な

っ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
４
８
名
だ

っ
た
の
で
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

早
期
退
職
者
（
勧
奨
に
よ
る
退
職
者

含
む
）
の
推
移
は
表
の
と
お
り
と
な

っ
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
が
調
査
し
た
平
成

２
９
年
度
の
級
別
定
数
は
次
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

右
の
表
の
と
お
り
、
事
務
所

課
長
で
は
６
級
の
定
数
が
１
４

２
あ
り
ま
す
が
、
定
年
退
職
２

年
前
の
該
当
者
が
ユ
ニ
オ
ン
調

査
で
は
７
０
名
お
り
、
在
級
者

を
含
め
て
９
９
名
で
あ
り
、
定

数
を
有
効
に
活
用
す
れ
ば
、
２

年
前
の
６
級
発
令
は
十
分
可
能

で
す
。
出
張
所
長
の
６
級
定
数

も
同
様
に
余
ら
せ
て
い
ま
す

が
、
当
局
の
「
定
退
１
年
前
の

６
級
」
の
格
差
発
令
に
よ
り
有

効
活
用
が

さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

「
早
期
退
職
者

募
集
制
度
」
は
、

２
０
１
２
年
（
平

成
２
４
年
）
８
月

７
日
の
閣
議
決
定

で
｢
退
職
給
付
に

お
け
る
官
民
較
差

の

解

消

等

を

図

る
｣
た
め
に
、
退

職
金
の
引
き
下
げ

と
｢
再
就
職
あ
っ

せ
ん
の
禁
止
等
に

伴
い
在
職
期
間
が

長
期
化
し
て
い
る

状

況

等

を

踏

ま

え
、
年
齢
別
構
成

の
適
正
化
を
通
じ

た
組
織
活
力
の
維

持
等
を
図
る
観
点

か
ら
、
早
期
退
職

募
集
制
度
を
導
入

す
る
」
こ
と
で
決

定
さ
れ
た
も
の
。

６級昇格 定退２年前の発令は十分可能

早
期
退
職
（
Ｈ
２
９
年
４
月
１
日

付
）
の
半
数
が
本
局
の
官
ポ
ス
ト

事
務
所
長
・副
所
長
以
上
が
多
数
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管理職員等の早期退職者      ２９年４月期 ユニオン調査

東北 北陸 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 地理 計

2 1 3
1 1 2 2 6

1 1
1 1 2
2 1 4 1 1 1 10

2 6 4 3 3 18
1 1

2 1 3
2 6 21 3 6 9 2 5 54
1 1 1 1 4

9 9
7 14 33 10 9 15 8 6 9 111
1 1 2 2 0 1 1 3 0 11
0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

11 4 10 4 7 7 2 7 1 533/31付管理職等以外計

3/31付管理職等計

地理
4/1付管理職等計
4/1付管理職等以外計

局長等

官　　　職

局・官ポスト

事務所・官ポスト
建設専門官

局・課長
局・補佐
事務所長
副所長

事務所課長
出張所長

0
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400

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

勧奨・早期退職者数

勧奨・早期退職者数

平成29年度の級別定数 （ユニオン調査）

○事務所課長（推定） ○出張所長
６Ｃ １４２ ６Ｃ ５７
５Ｃ ９６０ ５Ｃ ３３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

○ H29.4.1現在の在級 ○ 24ヶ月前までの
6級昇格該当者

事務所課長 ２９ ７０
合計９９
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